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第第  ５５  章章    高高  齢齢  者者  福福  祉祉  

令和６年１月１日現在、目黒区の高齢者人口は55,231人、高齢化率は19.8％で、この数年は横ば

いに推移している。また、令和６年１月１日現在、後期高齢者（75歳以上）が全高齢者の57.6％を占

めており、上昇傾向にある。 

一方、ひとりぐらし高齢者や高齢者のみで構成されている世帯の高齢者の数は40,303人で、全高齢

者の73.0％であり、この割合が年々増加するとともに、介護を必要とする高齢者の数（介護保険の要

介護・要支援認定者数）についても、令和5年12月31日現在、12,415人（出現率約22.2％）と増加

が続いており、いわゆる要援護高齢者数は総体として拡大の一途にある。 

平成12年４月に、介護を必要とする高齢者等を社会全体で支えあう仕組みとして、負担と給付が明

確な社会保険方式により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に提供することを目的とし

た介護保険制度がスタートしたが、介護サービスを受ける被保険者数は制度創設以来年々増加してお

り、今後、更に後期高齢者数の増加により、介護保険の利用の拡大が確実視されている。 

介護保険サービス外の高齢者保健福祉事業については、介護保険制度の施行に伴い、従前の高齢者

保健福祉事業を介護保険サービスと整合・調整を図り、高齢者福祉の一層の充実を図るために再構築

したところであり、介護保険サービスと連携して、介護予防、高齢者の自立した生活への支援、介護者

の支援など総合的な事業展開を図るため取り組みを進めている。 

高齢者や介護者が地域で孤立することがないよう、地域包括支援センターを中心とした相談支援体

制を一層強化し、見守り事業などの拡充、高齢者福祉住宅の提供、介護を必要とする高齢者を対象とし

た入所施設の整備、民間事業者による地域密着型サービス等の整備に対する支援などに積極的に取り

組むとともに、高齢者が健康で生きがいをもって暮らし続けられるよう、地域活動への参加のきっか

けづくり、仲間づくり、交流の場づくりなどに引き続き取り組んでいる。 

 

目黒区の高齢者人口の推移  各年１月１日現在（住民基本台帳による） 

 44  55  66  

65歳以上人口（人） 55,332 55,021 55,231 

目黒区の高齢者人口（65歳以上）比率の推移（各年１月１日現在） 単位：％ 
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１１  保保健健福福祉祉相相談談  

（（１１））地地域域ににおおけけるる相相談談支支援援体体制制整整備備のの経経緯緯  ＜＜福福祉祉総総合合課課・・高高齢齢福福祉祉課課＞＞  

目黒区では、平成５年12月に目黒区地域福祉計画を策定し、子どもから高齢者まですべての区

民を対象に、だれもが住み慣れた地域で自立して安定した生活を送ることができるよう、地域福

祉を推進するものとした。この地域福祉を担う区独自の組織として、平成８年度から11年度にか

けて、保健福祉サービス事務所を区内５地区に順次開設し、身近な保健福祉の相談支援窓口とし

て、申請の受付、訪問、援助計画の策定、サービスの提供、再評価を行い、地域の保健福祉活動の

支援も行った。また、平成12年度の介護保険制度導入後は、要介護認定申請の受付、認定調査や

認定審査会の運営なども所掌した。 

平成18年４月の介護保険制度改正により、地域包括ケアシステムの地域拠点として地域包括支

援センター制度が創設されたため、５地区の各保健福祉サービス事務所に併設し、民間法人への

委託により運営することとした。 

その後、平成21年４月に、保健福祉サービス事務所と地域包括支援センターの機能を統合・拡

充した新たな地域包括支援センターを開設した（保健福祉サービス事務所は、平成20年度をもっ

て廃止）。これに併せて、地域包括支援センターを統括・支援し、地域包括ケアの推進を担う本庁

組織として地域ケア推進課を整備し、個別ケースへの対応においても、地域包括支援センターと

連携して適切な行政権限の行使などを行ってきた。 

平成２２年度からは、地域包括支援センターの窓口を土曜日も開設し、相談支援体制を充実し

た。 

平成28年度からは、個別ケースへの対応や地域包括支援センターとの連携及び適切な行政権限

の行使などを行う係を地域ケア推進課から高齢福祉課に移し、権限と機能を強化する中で地域包

括支援センターの支援を行ってきた。 

さらに、平成28年12月、国の社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する

意見」において、介護離職防止の観点から、働きながら介護をする家族や仕事と介護の両立に不

安を抱える就業者に対する相談支援の充実として相談窓口の延長など、地域包括支援センターの

取り組みの一層の強化が示され、平成３０年度から平日の19時まで地域包括支援センターの窓口

を延長して開設している。 

そして、令和元年度には、制度や分野ごとに分かれた縦割りの支援ではなく、福祉の包括的な

支援を目指して、福祉総合課を新設し、福祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）を開設し

た。 
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（（２２））地地域域包包括括支支援援セセンンタターー  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

保健師・看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、目黒区では、平

成21年４月から、介護保険法に基づく地域包括支援センターの業務に加えて、保健福祉の総合相

談、高齢者の保健福祉サービスの受付等、介護保険認定申請の受付等の業務を行っている。 

平成24年度から、各地域包括支援センターに地域連携コーディネーターと認知症支援コーディ

ネーター、平成２８年度から在宅療養コーディネーターを配置して地域資源との連携を進めてい

る。 

令和2年度から、障害者の相談支援を充実させるとともに、一部の障害者サービスの受付を開始

した。 

 

地域包括支援センターの業務 

１ すべての区民を対象とした業務 

  
(1)保健福祉の総合相談支援 

①総合案内 
②総合支援 
③地域のネットワークづくり 

２ 高齢者を対象とした業務 

 ○介護保険法に基づく業務 

 (1)包括的支援事業 ①総合相談支援事業 
②権利擁護事業 
③包括的・継続的ケアマネジメント事業 
④在宅医療・介護連携の推進 
⑤認知症施策の推進 
⑥生活支援サービスの体制整備 

(2) 介護予防・日常生活支援総合
事業 

①介護予防ケアマネジメント事業 
②一般介護予防事業の一部 

 ○付加する業務 

 (1)高齢者の保健福祉サービスの
受付等 

ひとりぐらし高齢者登録、食事サービス等の受付な
ど 

(2)介護保険認定申請の受付等 介護保険認定申請書、居宅サービス計画作成依頼書
等の受付など 

３ 障害者を対象とした業務 

(1)個別相談支援 相談支援事業 

(2)障害福祉サービスの受付等 都営交通無料パスの申請受付など 

※このほかに、指定介護予防支援事業所として、予防給付のケアプラン作成を行う 

＊北部包括支援センター 目黒区大橋１－５－１ クロスエアタワー９階   TEL 5428-6891 

＊東部包括支援センター 目黒区上目黒２－19－15 目黒区総合庁舎1階      TEL 5724-8030 

＊中央包括支援センター 目黒区中央町２－９－13 食販ビル２階          TEL 5724-8066 

＊南部包括支援センター 目黒区碑文谷１－18－14 碑小学校内（南西側）   TEL 5724-8033 

＊西部包括支援センター  目黒区柿の木坂１－28－10              TEL 5701-7244 
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33  

北部包括支援 

センター 
1,482 406 886 2,505 2,174 7,453 326 249 100 1,809 810 

東部包括支援 

センター 
5,820 198 944 3,154 1,212 11,328 248 200 199 2,264 2,033 

中央包括支援 

センター 
5,881 306 973 1,674 1,435 10,269 268 161 91 2,977 1,926 

南部包括支援 

センター 
1,791 515 1,947 2,697 2,714 9,664 297 166 162 2,512 1,904 

西部包括支援 

センター 
3,445 511 1,099 2,418 1,689 9,162 533 248 139 2,782 1,875 

計 18,419 1,936 5,849 12,448 9,224 47,876 1,672 1,024 691 12,344 8,548 

44  

北部包括支援 

センター 
1,323 375 955 2,727 2,477 7,857 338 163 75 1,488 757 

東部包括支援 

センター 
4,681 345 1,037 4,500 1,743 12,306 581 168 232 2,564 1,880 

中央包括支援 

センター 
6,436 257 881 2,554 1,341 11,469 196 126 70 2,649 1,976 

南部包括支援 

センター 
1,595 534 1,982 3,174 2,575 9,860 258 177 119 2,427 1,893 

西部包括支援 

センター 
2,976 347 1,031 2,580 2,400 9,334 544 234 225 2,606 1,897 

計 17,011 1,858 5,886 15,535 10,536 50,826 1,917 868 721 11,734 8,403 

55  
  

北部包括支援 

センター 
1,443 375 993 2,913 2,867 8,591 397 245 74 1,494 816 

東部包括支援 

センター 
5,705 647 1,354 4,484 3,001 15,191 506 121 268 2,382 2,064 

中央包括支援 

センター 
6,040 324 1,036 3,908 2,202 13,510 281 103 90 3,072 1,877 

南部包括支援 

センター 
1,626 535 2,004 3,533 3,246 10,944 359 135 245 2,679 1,839 

西部包括支援 

センター 
3,131 616 1,386 2,868 2,859 10,860 624 257 234 2,918 2,046 

計 17,945 2,497 6,773 17,706 14,175 59,096 2,167 861 911 12,545 8,642 

※ケアマネジメント件数は、各月において給付の管理を行ったケアプランの延件数 

  

（（３３））在在宅宅療療養養相相談談窓窓口口  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

各地域包括支援センターに在宅療養コーディネーターを配置し、退院時の在宅療養への移行や、

訪問診療が可能な医療機関などについて、区民、医療・介護関係者等から在宅療養の相談を受け、情

報提供を行った。 
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＊北部包括支援センター 目黒区大橋１－５－１ クロスエアタワー９階   TEL 5428-6891 

＊東部包括支援センター 目黒区上目黒２－19－15 目黒区総合庁舎1階      TEL 5724-8030 

＊中央包括支援センター 目黒区中央町２－９－13 食販ビル２階          TEL 5724-8066 

＊南部包括支援センター 目黒区碑文谷１－18－14 碑小学校内（南西側）   TEL 5724-8033 

＊西部包括支援センター  目黒区柿の木坂１－28－10              TEL 5701-7244 
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相談件数・ケアプラン件数 

年 
 

度 

施
設
名
称 

相 談 件 数 
ケアマネジメント
件数 

総合相談支援（高齢者） 権

利

擁

護 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

包

括

的

・

継

続

的 

総

合

相

談 

保

健

福

祉 

予

防

給

付 
サ

ー

ビ

ス

事

業 

介

護

等

の

相

談 

･

入

所 

施

設

の

利

用 

訪

問

指

導 

疾

病

・

医

療

・ 

介

護

保

険 

そ

の

他 

計 

33  

北部包括支援 

センター 
1,482 406 886 2,505 2,174 7,453 326 249 100 1,809 810 

東部包括支援 

センター 
5,820 198 944 3,154 1,212 11,328 248 200 199 2,264 2,033 

中央包括支援 

センター 
5,881 306 973 1,674 1,435 10,269 268 161 91 2,977 1,926 

南部包括支援 

センター 
1,791 515 1,947 2,697 2,714 9,664 297 166 162 2,512 1,904 

西部包括支援 

センター 
3,445 511 1,099 2,418 1,689 9,162 533 248 139 2,782 1,875 

計 18,419 1,936 5,849 12,448 9,224 47,876 1,672 1,024 691 12,344 8,548 

44  

北部包括支援 

センター 
1,323 375 955 2,727 2,477 7,857 338 163 75 1,488 757 

東部包括支援 

センター 
4,681 345 1,037 4,500 1,743 12,306 581 168 232 2,564 1,880 

中央包括支援 

センター 
6,436 257 881 2,554 1,341 11,469 196 126 70 2,649 1,976 

南部包括支援 

センター 
1,595 534 1,982 3,174 2,575 9,860 258 177 119 2,427 1,893 

西部包括支援 

センター 
2,976 347 1,031 2,580 2,400 9,334 544 234 225 2,606 1,897 

計 17,011 1,858 5,886 15,535 10,536 50,826 1,917 868 721 11,734 8,403 

55  
  

北部包括支援 

センター 
1,443 375 993 2,913 2,867 8,591 397 245 74 1,494 816 

東部包括支援 

センター 
5,705 647 1,354 4,484 3,001 15,191 506 121 268 2,382 2,064 

中央包括支援 

センター 
6,040 324 1,036 3,908 2,202 13,510 281 103 90 3,072 1,877 

南部包括支援 

センター 
1,626 535 2,004 3,533 3,246 10,944 359 135 245 2,679 1,839 

西部包括支援 

センター 
3,131 616 1,386 2,868 2,859 10,860 624 257 234 2,918 2,046 

計 17,945 2,497 6,773 17,706 14,175 59,096 2,167 861 911 12,545 8,642 

※ケアマネジメント件数は、各月において給付の管理を行ったケアプランの延件数 

  

（（３３））在在宅宅療療養養相相談談窓窓口口  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

各地域包括支援センターに在宅療養コーディネーターを配置し、退院時の在宅療養への移行や、

訪問診療が可能な医療機関などについて、区民、医療・介護関係者等から在宅療養の相談を受け、情

報提供を行った。 
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（（４４））在在宅宅介介護護支支援援セセンンタターー  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

社会福祉法人、医療法人などの民間法人が5か所の在宅介護支援センターを設置し、在宅の介護

を要する高齢者及び障害者並びにその家族に対し総合的な支援を行うため、①在宅介護に関する

情報提供や相談、②保健福祉サービス利用申請手続きの援助、③介護保険の認定申請代行及びケ

アプラン作成などを行っている。 

 
設置状況                              （令和6年4月現在） 

 

22    介介護護保保険険制制度度のの運運営営  

（（１１））介介護護保保険険制制度度のの概概要要  

介護保険は高齢者等の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年度から導入された社会

保険制度である。40歳以上の方が被保険者（保険加入者）となり保険料を負担し、介護が必要と認

定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する。 

アア  被被保保険険者者及及びび介介護護保保険険料料  

 第１号被保険者 第２号被保険者 

対象者 65歳以上の方 
40歳以上65歳未満の医療保険に加入し

ている方 

保険料 

目黒区における介護サービス利用見込み等から一

人あたりの平均的な保険料を算出し、これを基準

保険料額として、被保険者本人や世帯の所得や課

税状況に応じて段階的に調整し決定している。 

保険料は、加入している医療保険によ

って算定方法が異なる。 

保険料の 

納め方 

以下の方法により目黒区に納付する。 

特別徴収（年金から天引き） 

…本人の年金額が年額18万円以上の方 

普通徴収（口座振替か納付書で納付） 

…特別徴収の対象にならない方 

医療保険料と一括して納付する。 

サービスを利用

できる方 

入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本

的な動作で、介護や支援が必要になったため、要

介護・要支援認定の申請をして認定された方。 

初老期における認知症、脳血管障害な

ど、加齢に伴う病気（16の特定疾病）

によって介護や支援が必要であると認

められ、要介護・要支援認定の申請を

して認定された方。 

イイ  ササーービビスス利利用用ままででのの流流れれ  

（ア）要介護認定 

 要介護認定は、被保険者の申請に基づき、認定調査員により心身の状況調査（認定調査）を

実施し、認定調査の基本調査結果及び主治医意見書をもとに全国一律の基準により一次判定を

行う。一次判定結果、主治医意見書及び認定調査による特記事項をもとに、保健・医療・福祉

の専門家で構成される介護認定審査会で審査判定（二次判定）を行い、認定結果が決まる。 

 

 

 

設置者 施  設  名  称 設置者 施  設  名  称 

民間法人 

青葉台さくら苑在宅介護支援センター 
民間法人 

目黒区日扇会在宅介護支援センター 

清徳会在宅介護支援センター 目黒区下目黒在宅介護支援センター 

目黒区大橋在宅介護支援センター   
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（（４４））在在宅宅介介護護支支援援セセンンタターー  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

社会福祉法人、医療法人などの民間法人が5か所の在宅介護支援センターを設置し、在宅の介護

を要する高齢者及び障害者並びにその家族に対し総合的な支援を行うため、①在宅介護に関する

情報提供や相談、②保健福祉サービス利用申請手続きの援助、③介護保険の認定申請代行及びケ

アプラン作成などを行っている。 

 
設置状況                              （令和6年4月現在） 

 

22    介介護護保保険険制制度度のの運運営営  

（（１１））介介護護保保険険制制度度のの概概要要  

介護保険は高齢者等の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年度から導入された社会

保険制度である。40歳以上の方が被保険者（保険加入者）となり保険料を負担し、介護が必要と認

定されたとき、費用の一部を支払って介護サービスを利用する。 

アア  被被保保険険者者及及びび介介護護保保険険料料  

 第１号被保険者 第２号被保険者 

対象者 65歳以上の方 
40歳以上65歳未満の医療保険に加入し

ている方 

保険料 

目黒区における介護サービス利用見込み等から一

人あたりの平均的な保険料を算出し、これを基準

保険料額として、被保険者本人や世帯の所得や課

税状況に応じて段階的に調整し決定している。 

保険料は、加入している医療保険によ

って算定方法が異なる。 

保険料の 

納め方 

以下の方法により目黒区に納付する。 

特別徴収（年金から天引き） 

…本人の年金額が年額18万円以上の方 

普通徴収（口座振替か納付書で納付） 

…特別徴収の対象にならない方 

医療保険料と一括して納付する。 

サービスを利用

できる方 

入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本

的な動作で、介護や支援が必要になったため、要

介護・要支援認定の申請をして認定された方。 

初老期における認知症、脳血管障害な

ど、加齢に伴う病気（16の特定疾病）

によって介護や支援が必要であると認

められ、要介護・要支援認定の申請を

して認定された方。 

イイ  ササーービビスス利利用用ままででのの流流れれ  

（ア）要介護認定 

 要介護認定は、被保険者の申請に基づき、認定調査員により心身の状況調査（認定調査）を

実施し、認定調査の基本調査結果及び主治医意見書をもとに全国一律の基準により一次判定を

行う。一次判定結果、主治医意見書及び認定調査による特記事項をもとに、保健・医療・福祉

の専門家で構成される介護認定審査会で審査判定（二次判定）を行い、認定結果が決まる。 

 

 

 

設置者 施  設  名  称 設置者 施  設  名  称 

民間法人 

青葉台さくら苑在宅介護支援センター 
民間法人 

目黒区日扇会在宅介護支援センター 

清徳会在宅介護支援センター 目黒区下目黒在宅介護支援センター 

目黒区大橋在宅介護支援センター   
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（イ）ケアプランの作成 

介護保険の居宅サービスを利用するには、あらかじめ心身の状況に応じて各種サービスを

組み合わせた介護サービス計画（ケアプラン）を作成する必要がある。一般的には、利用者

が居宅介護支援事業所に作成を依頼する（ケアプラン作成費用は全額が保険給付）。 

なお、施設サービスを利用する場合は、施設入所後に作成される。 

 

（ウ）サービスの利用 

サービス事業者と利用契約を結び、ケアプランに基づきサービスを利用する。 

介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の１～３割を自己負担

する.。 

（（２２））介介護護保保険険制制度度運運営営状状況況  ＜＜介介護護保保険険課課＞＞  

アア  第第１１号号被被保保険険者者数数                    （各年度末現在）  

年 度 33  44  55  

65歳以上75歳未満 25,023 23,882 23,175 

75  歳   以   上 30,898 31,897 32,690 

計 55,921 55,779 55,865 

イイ  第第１１号号被被保保険険者者保保険険料料収収納納状状況況                                  （単位：千円、％）  

年度 
普通徴収 特別徴収 滞納繰越 計 

調定額 収納額 収納率 調定額 収納額 収納率 調定額 収納額 収納率 調定額 収納額 収納率 

33  641,359 578,038 90.1 4,043,249 4,043,249 100.0 131,450 17,154 13.0 4,816,058 4,638,441 96.3 

44  685,796 620,858 90.5 4,026,379 4,026,379 100.0 124,531 16,364 13.1 4,836,706 4,663,601 96.4 

55  745,109 680,535 91.3  3,980,576 3,980,576 100.0 124,220 15,607 12.6 4,849,905 4,676,718 96.4 

ウウ  要要介介護護（（要要支支援援））認認定定者者実実数数                        （各年度末現在、単位：人、％） 

年 度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

33  
人 数 1,769 1,444 2,946 2,093 1,498 1,554 1,171 12,475 

構成比 14.2 11.6 23.6 16.8 12.0 12.4 9.4 100.0 

44  
人 数 1,760 1,461 3,070 2,043 1,437 1,561 1,182 12,514 

構成比 14.1 11.7 24.5 16.3 11.5 12.5 9.4 100.0 

55  
人 数 1,792 1,668 3,000 2,151 1,414 1,503 1,212 12,740 

構成比 14.1 13.1 23.5 16.9 11.1 11.8 9.5 100.0 

エエ  ササーービビスス受受給給者者数数                    （各年度末累計、単位：人、％）  

年 度 居宅サービス 
地域密着型 
サービス 

施設サービス 計 

33  
人 数 95,824 18,992 15,367 130,183 

構成比 73.6 14.6 11.8 100.0 

44  
人 数 96,377 20,023 15,154 131,554 

構成比 73.3 15.2 11.5 100.0 

55  
人 数 105,797 20,845 15,506 142,148 

構成比 74.4 14.7 10.9 100.0 
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オオ  保保険険給給付付費費                                                          （単位：円）  

科  目 33  44  55  

介護サービス等諸費 17,356,240,298 17,431,837,895 17,908,803,547 

介護予防サービス等諸費 481,662,832 448,063,282 485,603,998 

高額介護サービス等費 664,552,115 587,657,591 603,674,272 

高額医療合算介護サービス費 113,045,632 112,344,569 113,661,433 

特定入所者介護サービス費 236,460,589 204,296,690 202,337,939 

審査支払手数料 22,231,133 22,592,295 23,153,587 

計 18,874,192,599 18,806,792,322 19,337,234,776 

（（３３））介介護護保保険険制制度度をを円円滑滑にに運運営営すするるたためめのの取取組組みみ  

目黒区では介護保険制度を円滑に運営し、良質なサービスを提供するため、法定の保険給付に

加えて以下の事業を実施している。 

アア  介介護護保保険険料料区区独独自自減減額額  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険資資格格・・保保険険料料係係＞＞  

介護保険料の負担が困難な第１号被保険者に対し、介護保険料を軽減している。 

〔対 象 者〕 介護保険料の保険料段階第１段階から第4

段階までの第１号被保険者で、月の収入が生活

保護基準月額の1.15倍以下の生活困窮世帯等

の方。 

〔軽減内容〕 保険料を本来額の半額に減額する。 
 

  

イイ  介介護護保保険険居居宅宅ササーービビスス等等利利用用者者負負担担額額軽軽減減事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険給給付付係係＞＞  

低所得の要介護（要支援）認定者が、介護保険サービスの利用を経済的な不安なく安心して

利用できるよう、介護保険サービス利用料の本人負担分を軽減している。 

〔対 象 者〕 次のすべてを満たす人。①住民税非課税世帯で利用者本人の合計所得金額が０円

であること。または、公的年金等控除後及び給与所得控除後の本人の合計所得金額が10

万円以内であること。②利用者本人が税法上の扶養申告されている場合は税の申告者が

住民税非課税であること。③同住所地に居住する利用者本人の兄弟姉妹、直系血族（子、

孫など）が住民税非課税であること。④生活保護受給者でないこと。 

 

〔軽減内容〕 本人負担を２分の１に軽減 

〔軽減対象〕 訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ   

ーション、通所リハビリテーション、短期入所

生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護（以上介護予

防サービスを含む。）、訪問介護、通所介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、

地域密着型通所介護、総合事業の一部 

  

  

〔実績〕 

年度 軽減人数 軽減額(円) 

33  15 213,900 

44  12 181,350 

55    12 182,280 

〔実績〕     (各年度末現在) 

年度 軽減人数 助成額(円) 

33  343 18,616,083 

44  373 17,110,919 

55  350 16,641,307 
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オオ  保保険険給給付付費費                                                          （単位：円）  

科  目 33  44  55  

介護サービス等諸費 17,356,240,298 17,431,837,895 17,908,803,547 

介護予防サービス等諸費 481,662,832 448,063,282 485,603,998 

高額介護サービス等費 664,552,115 587,657,591 603,674,272 

高額医療合算介護サービス費 113,045,632 112,344,569 113,661,433 

特定入所者介護サービス費 236,460,589 204,296,690 202,337,939 

審査支払手数料 22,231,133 22,592,295 23,153,587 

計 18,874,192,599 18,806,792,322 19,337,234,776 

（（３３））介介護護保保険険制制度度をを円円滑滑にに運運営営すするるたためめのの取取組組みみ  

目黒区では介護保険制度を円滑に運営し、良質なサービスを提供するため、法定の保険給付に

加えて以下の事業を実施している。 

アア  介介護護保保険険料料区区独独自自減減額額  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険資資格格・・保保険険料料係係＞＞  

介護保険料の負担が困難な第１号被保険者に対し、介護保険料を軽減している。 

〔対 象 者〕 介護保険料の保険料段階第１段階から第4

段階までの第１号被保険者で、月の収入が生活

保護基準月額の1.15倍以下の生活困窮世帯等

の方。 

〔軽減内容〕 保険料を本来額の半額に減額する。 
 

  

イイ  介介護護保保険険居居宅宅ササーービビスス等等利利用用者者負負担担額額軽軽減減事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険給給付付係係＞＞  

低所得の要介護（要支援）認定者が、介護保険サービスの利用を経済的な不安なく安心して

利用できるよう、介護保険サービス利用料の本人負担分を軽減している。 

〔対 象 者〕 次のすべてを満たす人。①住民税非課税世帯で利用者本人の合計所得金額が０円

であること。または、公的年金等控除後及び給与所得控除後の本人の合計所得金額が10

万円以内であること。②利用者本人が税法上の扶養申告されている場合は税の申告者が

住民税非課税であること。③同住所地に居住する利用者本人の兄弟姉妹、直系血族（子、

孫など）が住民税非課税であること。④生活保護受給者でないこと。 

 

〔軽減内容〕 本人負担を２分の１に軽減 

〔軽減対象〕 訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ   

ーション、通所リハビリテーション、短期入所

生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護（以上介護予

防サービスを含む。）、訪問介護、通所介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、

地域密着型通所介護、総合事業の一部 

  

  

〔実績〕 

年度 軽減人数 軽減額(円) 

33  15 213,900 

44  12 181,350 

55    12 182,280 

〔実績〕     (各年度末現在) 

年度 軽減人数 助成額(円) 

33  343 18,616,083 

44  373 17,110,919 

55  350 16,641,307 
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ウウ  住住宅宅改改修修理理由由書書作作成成等等助助成成事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険給給付付係係＞＞  

居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼してい

ない要介護（要支援）認定者が住宅改修を行う際、住宅

改修に係る理由書を作成した居宅介護支援事業所に対

し、１件当たり3,000円を助成している。 

エエ  指指定定居居宅宅介介護護ササーービビスス事事業業者者にに対対すするる研研修修実実施施等等  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険管管理理係係＞＞  

（ア）介護事業者連絡会への支援 

介護サービス事業者により結成された事業者連絡会に対して区が事務局になり、活動の支

援を行うとともに、良質な介護サービスを提供するために必要な研修等への支援や情報提供

などを行っている。令和５年度は、全事業者を対象とした全体会が５回、サービスごとの分

科会が延べ1６回開催された。 

（イ）介護支援専門員（ケアマネジャー）に対する研修の実施 

 ケアプランの質の一層の向上を図り、ケアマネジメントの中立・公平性を維持するため、

介護支援専門員に対し、実務経験年数別の研修を実施している。 

区 分 対  象 参加者数 

新 任 研 修 目黒区内の事業所等の実務経験年数１年未満の介護支援専門員  14人 

現 任 研 修 目黒区内の事業所等の実務経験年数１年以上の介護支援専門員 122人 

主 任 研 修 目黒区内の事業所の主任介護支援専門員  71人 

（ウ）ケアプラン点検の実施 

     介護保険給付の適正化及びケアマネジメントの質の向上のため、区内の主任介護支援専門

員の協力のもと、ケアプラン点検を行っている。令和５年度は８事例実施した。 

（（４４））介介護護予予防防・・日日常常生生活活支支援援総総合合事事業業    

平成 27 年度介護保険制度改正により、従来の介護予防サービスと介護予防事業を再編した介

護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）が創設され、目黒区では平成 28年

度から実施している。 

総合事業は、要支援認定者及び基本チェックリストの結果、サービス事業対象者と判定された

方（以下「サービス事業対象者」という。）を対象とした介護予防・生活支援サービス事業と、す

べての高齢者を対象とした一般介護予防事業により構成されている。  

アア  介介護護予予防防・・生生活活支支援援ササーービビスス事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護保保険険給給付付係係＞＞  

（ア）サービス事業対象者数 

122名（令和 6年３月 31日現在） 

（イ）指定介護事業者によるサービス（令和 5年 4月～令和 6年 3月審査）  

区分 件数 

訪問型サービス 7,411 

  
  

予防給付相当サービス  6,948 

区独自基準サービス   463 

通所型サービス 9,245 

  
  

予防給付相当サービス 9,168 

区独自基準サービス   77 

介護予防ケアマネジメント 8,649 

高額介護予防サービス費   0 

 

年度 33  44  55  

件  数 51 74 98 
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事 業 コース数 参加者実数 延べ数 

運動器機能向上 16 187人 730人 

口腔機能向上 6 38人 117人 

認知症予防 4 69人 417人 

複合（運動・栄養・口腔） 23 289人 1,706人 

講演会 2 218人 218人 

 

（ウ）支え合い事業 

① 訪問型支え合い事業 

実施団体：２団体（目黒区シルバー人材センター、目黒区社会福祉協議会） 

回数：延べ 19回 

② 通所型支え合い事業 

登録団体：２団体（碑ミニデイ、ゆうゆうクラブ） 

（エ）短期集中予防サービス ＜＜介介護護保保険険課課介介護護予予防防係係＞＞ 

    概ね３ヵ月程度で機能向上が図られる見込みのある方に、訪問又は通所により短期集中的

に介護予防に効果的なプログラムを実施するサービス。 

① 訪問型 参加者 7名 

② 通所型 参加者３５名 

（オ）栄養改善を目的とした配食事業 ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞ 

食生活を改善するために、栄養バランスの取れている弁当を１日 1食 100円区が補助し、

自宅へ配達する。３か月後及び６か月後に食生活が改善しているかを評価する。 

   延べ受給者    0名 

   延べ配食数    0食 

イイ  一一般般介介護護予予防防事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護予予防防係係＞＞  

（ア）地域介護予防活動支援事業（シニアの部活事業） 

事 業 コース数 参加者実数 延べ数 

めぐろ手ぬぐい体操グループづくり
コース 

5  44人  499人 

脳に効くウォーキンググループづく
りコース 

5   54人  669人 

（イ）地域介護予防活動支援事業（その他の事業） 

事 業 回数 参加者実数 

介護予防出前講座 16 250人 

めぐろ手ぬぐい体操出張講習  5 114人 

シニア健康応援隊メンバー養成講座 1コース7回 11人 

シニア健康応援隊活動支援 412 応援隊80人、参加者301人 

シニア健康応援隊卒後研修・交流会 8 123人 

フレイルサポーター養成講座 1コース2回 18人 

地域介護予防活動助成  18団体 

（ウ）介護予防普及啓発事業 
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事 業 コース数 参加者実数 延べ数 

運動器機能向上 16 187人 730人 

口腔機能向上 6 38人 117人 

認知症予防 4 69人 417人 

複合（運動・栄養・口腔） 23 289人 1,706人 

講演会 2 218人 218人 

 

（ウ）支え合い事業 

① 訪問型支え合い事業 

実施団体：２団体（目黒区シルバー人材センター、目黒区社会福祉協議会） 

回数：延べ 19回 

② 通所型支え合い事業 

登録団体：２団体（碑ミニデイ、ゆうゆうクラブ） 

（エ）短期集中予防サービス ＜＜介介護護保保険険課課介介護護予予防防係係＞＞ 

    概ね３ヵ月程度で機能向上が図られる見込みのある方に、訪問又は通所により短期集中的

に介護予防に効果的なプログラムを実施するサービス。 

① 訪問型 参加者 7名 

② 通所型 参加者３５名 

（オ）栄養改善を目的とした配食事業 ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞ 

食生活を改善するために、栄養バランスの取れている弁当を１日 1食 100円区が補助し、

自宅へ配達する。３か月後及び６か月後に食生活が改善しているかを評価する。 

   延べ受給者    0名 

   延べ配食数    0食 

イイ  一一般般介介護護予予防防事事業業  ＜＜介介護護保保険険課課介介護護予予防防係係＞＞  

（ア）地域介護予防活動支援事業（シニアの部活事業） 

事 業 コース数 参加者実数 延べ数 

めぐろ手ぬぐい体操グループづくり
コース 

5  44人  499人 

脳に効くウォーキンググループづく
りコース 

5   54人  669人 

（イ）地域介護予防活動支援事業（その他の事業） 

事 業 回数 参加者実数 

介護予防出前講座 16 250人 

めぐろ手ぬぐい体操出張講習  5 114人 

シニア健康応援隊メンバー養成講座 1コース7回 11人 

シニア健康応援隊活動支援 412 応援隊80人、参加者301人 

シニア健康応援隊卒後研修・交流会 8 123人 

フレイルサポーター養成講座 1コース2回 18人 

地域介護予防活動助成  18団体 

（ウ）介護予防普及啓発事業 
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地区名 内容 

北部地区 
北部いきいきおでかけマップ（駒場・菅刈エリア／東山・烏森エリア）の

検討及び発行 

東部地区 東部ふれあいフェスティバルの開催（196名参加） 

中央地区 
地域資源情報リスト（まんなかネットささえあいガイド）の発行、地域活

動体験会の実施 

南部地区 支え合いまち講座の開催（計 52 名参加） 

西部地区 支え合い・いどばた会議（東根編・大岡山西編）の開催（計 95名参加） 

 

（エ）介護予防把握事業 

事 業 回数 参加者数 

フレイルチェック会    14 サポーター154人、参加者128人 

（オ）地域リハビリテーション活動支援事業 

事 業 回数 

リハビリテーション専門職等派遣事業  7 

介護予防ケアマネジメント支援  16 

  

（（５５））地地域域のの支支ええ合合いい活活動動のの推推進進  ＜＜健健康康福福祉祉計計画画課課地地域域福福祉祉推推進進係係＞＞  

 アア  生生活活支支援援ココーーデディィネネーータターー・・協協議議体体  

   地域の支え合い活動を推進するために、生活支援コーディネーターを配置した。また、地区内の

支え合い活動の関係者の定期的な情報交換・情報共有の場である協議体が設立されている。 

地区名 協議体名 開催回数 

北部地区 北部いきいき支え合いネットワーク 6回 

東部地区 東部ふれあい協議会 5回 

中央地区 中央まるごとネットワーク 6回 

南部地区 南部支え合いまち会議 6回 

西部地区 西部支え合いまち会議 5回 

イイ  協協議議体体のの活活動動  

支え合い活動を進めるため通信等の発行や座談会を開催した。 

  

  

  

  

  

  

  

  

３３  養養護護老老人人ホホーームム・・特特別別養養護護老老人人ホホーームムへへのの入入所所相相談談  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者支支援援係係＞＞  

下記の高齢者を対象として、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所相談を実施した。 

（（１１））養養護護老老人人ホホーームム  

〔対象者〕65歳以上の高齢者であって、次の二つの要件を満たす人 

① 生活保護世帯又は世帯の生計中心者が区民税の所得割を課税されていないこと。 

② 生活環境上、在宅生活が困難であること。 

（（２２））特特別別養養護護老老人人ホホーームム  

〔対象者〕介護保険の要介護認定で、原則要介護３以上と認定された方。または、要介護１・２の

方で特例入所の要件に該当する方。 
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施設入所に係る相談状況（令和5年度末現在、単位：人） 

養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 計 

29 3 32 

※特別養護老人ホームについては、「やむを得ない措置」にかかる相談件数を計上 

養護・特別養護老人ホームの入所状況   （各年度末現在） 

年  度 33  44  55  

申請者数 
特養 496 485 478 

養護 20 32 29 

入所者数 
特養 910 961 927 

養護 178 163 165 

待機者数 
特養 738 577 501 

養護 2 0 0 

  

44  在在宅宅療療養養推推進進事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞ 

 医療ニーズの高い要介護者が安心して在宅での生活を続けられるよう、医療と介護の連携を図る

ことのできる体制を整備している。 

（（１１））在在宅宅療療養養支支援援病病床床確確保保事事業業 

在宅療養者の病状急変時に、入院治療ができる

病床を確保した。 

＊平成27年度：厚生中央病院 

＊平成28年度以降：厚生中央病院・東京共済病

院・三宿病院・日扇会第一病院 

  

（（２２））在在宅宅療療養養区区民民啓啓発発事事業業  

区民や医療・介護関係者等に在宅療養や看取り等の考える機会を提供し、意識啓発を行うため、

出前講座などの啓発事業を実施した。 

 

年度 啓 発 事 業 参加者数 

33  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 20 

44  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 153 

55  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 424 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度 利用実人数 延べ利用日数 

33  25 233 

44  21 166 

55  16 137 
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施設入所に係る相談状況（令和5年度末現在、単位：人） 

養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 計 

29 3 32 

※特別養護老人ホームについては、「やむを得ない措置」にかかる相談件数を計上 

養護・特別養護老人ホームの入所状況   （各年度末現在） 

年  度 33  44  55  

申請者数 
特養 496 485 478 

養護 20 32 29 

入所者数 
特養 910 961 927 

養護 178 163 165 

待機者数 
特養 738 577 501 

養護 2 0 0 

  

44  在在宅宅療療養養推推進進事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞ 

 医療ニーズの高い要介護者が安心して在宅での生活を続けられるよう、医療と介護の連携を図る

ことのできる体制を整備している。 

（（１１））在在宅宅療療養養支支援援病病床床確確保保事事業業 

在宅療養者の病状急変時に、入院治療ができる

病床を確保した。 

＊平成27年度：厚生中央病院 

＊平成28年度以降：厚生中央病院・東京共済病

院・三宿病院・日扇会第一病院 

  

（（２２））在在宅宅療療養養区区民民啓啓発発事事業業  

区民や医療・介護関係者等に在宅療養や看取り等の考える機会を提供し、意識啓発を行うため、

出前講座などの啓発事業を実施した。 

 

年度 啓 発 事 業 参加者数 

33  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 20 

44  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 153 

55  出前講座等（各地域包括支援センターで実施） 424 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度 利用実人数 延べ利用日数 

33  25 233 

44  21 166 

55  16 137 
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（（３３））多多職職種種連連携携のの研研修修会会  

在宅療養者に関する講義を通じて、

医療や介護に関わる共通理解を深め

るとともに、多職種との連携づくりの

ため、全区型の研修として、区内の専

門職と連携し動画を配信した。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

（（４４））地地域域資資源源のの把把握握  

 医療や介護の地域資源情報を掲載した「在宅療養資源マップ」を、令和５年３月に４年ぶりに

全面改訂した。（作成部数 4,000部）令和２年４月から運用している「在宅療養資源マップ」の

電子版「目黒区医療・介護資源情報提供システム」を、令和４年８月にリニューアルした。 

 

55  ねねたたききりり・・認認知知症症高高齢齢者者対対策策  

（（11））認認知知症症普普及及啓啓発発事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

認知症に対する正しい知識と理解を広め、認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続け

られるよう、認知症サポーター養成などの普及啓発事業を実施している。 

  事  業 内  容 参加者数 

認知症サポーター養成講座 
区主催講座：1 回、出前講座：12 回 
企画型：2 回、小学校：6 回 

721 

認知症サポーターステップアップ講座 区主催講座：1回 19 

ボランティア養成講座 区主催講座：2回 6 

（（２２））認認知知症症支支援援事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

高齢者や認知症のかたに限らず、地域の誰もが気軽に交流できることを目的として、コミュニ

ティカフェなどの認知症支援事業を実施している。 

【単位：延べ，人】 

事  業 内  容 参加者数 

コミュニティカフェ 

カフェあおば 毎月第３金曜日 149 

カフェさくらプラザ 毎月第３木曜日 140 

カフェ BochiBochi 大岡山 毎月第２水曜日 99 

認知症カフェ 

D カフェ・ラミヨ 毎月第２日曜日・第４土曜日 280 

D カフェ・都立大学 毎月第３土曜日（8月に終了） 22 

D カフェ・東が丘 毎月第２水曜日 143 

D カフェ・さんま 毎月第３金曜日（8月に終了） 0 

D カフェ・まちかど保健室 毎月第４月曜日 49 

D カフェ・せらぴあ 毎月第２金曜日 227 

年度 形式 参 加 者 数 

33  
全区型 

「コロナ禍の医療と介護の現場について」動画

配信 アンケート回収人数 149 人（動画再生

回数 458回） 

地区型 各地域包括支援センターで実施 332人 

44  
全区型 

「コロナで変化した入退院支援と ACP につい

て」動画配信 アンケート回収人数 170人（動

画再生回数 338回） 

地区型 各地域包括支援センターで実施 291人 

55  
全区型 

「地域包括ケアシステムとは何かを理解する～

ＡＬＬ目黒２４時間診療体制の構築に向けて

～」動画配信 アンケート回収人数 160人（動

画再生回数 443回） 

地区型 各地域包括支援センターで実施 287人 
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事  業 内  容 参加者数 

 
認知症カフェ 

 

D カフェ・月光原 毎月第１日曜日 86 

D カフェ・自由が丘 毎月第３水曜日 112 

D カフェ・ソナーレ 毎月第３土曜日 228 

D カフェ・プロムナード 毎月第４日曜日 293 

D カフェ・がーべら 毎月第３木曜日 89 

D カフェ・目黒不動 毎月第２木曜日 169 

D カフェ・そなえる 毎月第４水曜日 114 

D カフェ・回想愉快 毎月第２月曜日 111 

（（３３））高高齢齢者者虐虐待待防防止止事事業業  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者支支援援係係＞＞  

高齢者虐待の予防と早期発見のため、高齢者虐待防止の普及啓発事業を実施している。 

事  業 内  容 参加者数 

高齢者虐待防止
地区研修会 

５回開催 
（北部・東部・中央・南部・西部地区オンライン開催 各1回） 
講義「高齢者虐待対応の現状」、グループワークなど 
対象：民生・児童委員、介護支援専門員、介護サービス事業所職

員など 

156人 

（（４４））介介護護者者支支援援事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係・・認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

在宅で、ねたきりや認知症の高齢者を介護している家族などを対象に、介護に必要な知識、技

術の習得と介護者同士の交流を目的として、介護者支援事業を実施している。 

                                  【単位：延べ，人】 

年度 事  業 内  容 参加者数 

33  

家族介護教室 
年５回、５日間１０コマ（１日１時間×２コマ、午前・午後同

内容）、特別養護老人ホームでオンライン開催 
延べ 

67 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
109 

家族介護者のつどい 中止  

44  

家族介護教室 
年６回、６日間１２コマ（１日２時間×２コマ、午前・午後別

内容）、特別養護老人ホームで対面開催 
延べ 

72 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
225 

家族介護者のつどい 講演会 20 

55  

家族介護教室 
年６回、６日間１２コマ（１日２時間×２コマ、午前・午後別

内容）、特別養護老人ホームで対面開催 
延べ 
 54 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
213 

家族介護者のつどい 講演会 62 
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事  業 内  容 参加者数 

 
認知症カフェ 

 

D カフェ・月光原 毎月第１日曜日 86 

D カフェ・自由が丘 毎月第３水曜日 112 

D カフェ・ソナーレ 毎月第３土曜日 228 

D カフェ・プロムナード 毎月第４日曜日 293 

D カフェ・がーべら 毎月第３木曜日 89 

D カフェ・目黒不動 毎月第２木曜日 169 

D カフェ・そなえる 毎月第４水曜日 114 

D カフェ・回想愉快 毎月第２月曜日 111 

（（３３））高高齢齢者者虐虐待待防防止止事事業業  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者支支援援係係＞＞  

高齢者虐待の予防と早期発見のため、高齢者虐待防止の普及啓発事業を実施している。 

事  業 内  容 参加者数 

高齢者虐待防止
地区研修会 

５回開催 
（北部・東部・中央・南部・西部地区オンライン開催 各1回） 
講義「高齢者虐待対応の現状」、グループワークなど 
対象：民生・児童委員、介護支援専門員、介護サービス事業所職

員など 

156人 

（（４４））介介護護者者支支援援事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係・・認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

在宅で、ねたきりや認知症の高齢者を介護している家族などを対象に、介護に必要な知識、技

術の習得と介護者同士の交流を目的として、介護者支援事業を実施している。 

                                  【単位：延べ，人】 

年度 事  業 内  容 参加者数 

33  

家族介護教室 
年５回、５日間１０コマ（１日１時間×２コマ、午前・午後同

内容）、特別養護老人ホームでオンライン開催 
延べ 

67 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
109 

家族介護者のつどい 中止  

44  

家族介護教室 
年６回、６日間１２コマ（１日２時間×２コマ、午前・午後別

内容）、特別養護老人ホームで対面開催 
延べ 

72 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
225 

家族介護者のつどい 講演会 20 

55  

家族介護教室 
年６回、６日間１２コマ（１日２時間×２コマ、午前・午後別

内容）、特別養護老人ホームで対面開催 
延べ 
 54 

介護者の会 

北部地区「天空（そら）の会」 ：毎月第２木曜日開催 
東部地区「 あ づ ま の 会 」 ：毎月第３水曜日開催 
中央地区「八重（やえ）の会」 ：毎月第４木曜日開催 
南部地区「悠楽（ゆら）の会」 ：毎月第４水曜日開催 

西部地区「 な ご み の 会 」 ：毎月第３木曜日開催 

延べ 
213 

家族介護者のつどい 講演会 62 
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（（５５））認認知知症症アアウウトトリリーーチチ事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

区に配置した認知症支援推進員と都立松沢

病院認知症疾患医療センターのアウトリーチ

チームが連携して、認知症の疑いのある高齢者

等を訪問するなど、認知症の早期診断・対応を

推進した。 

（（６６））認認知知症症初初期期集集中中支支援援事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

認知症の早期診断・早期対応に向けた

支援を行う認知症初期集中支援チーム

（専門医を含めたチーム員を地域連携型

認知症疾患医療センターである三宿病院

に委託）を設置し、保健師・認知症支援推進員・地域包括支援センターと連携しながら、認知症の人

やその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行った。 

（（77））若若年年性性認認知知症症対対策策のの推推進進事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課認認知知症症施施策策推推進進係係＞＞  

高齢期とは異なる特有の課題を抱える若年性認知症の普及啓発を推進するとともに、若年性認

知症の当事者と家族の支援も含めた総合的な取り組みをさらに進めていくために、家族会を開催

している。 

事  業 内  容 参加者数 

若年性認知症講演会 
「若年性認知症を理解する～本人と家族を支えるため
に～」医師等の講演、社会資源の紹介 

 49 

若年性認知症家族会 
6回開催。当事者や家族同士の交流、地域包括支援セン
ターや医療の専門職等が参加する場として、情報交換、
相談等を行い、心理的ケアを行う。 

  54 

（（８８））介介護護用用品品等等のの給給付付  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

介護を要する方などで、おおむね65歳以上の高齢者に、日常生活に必要なサービスを提供する。 

アア  紙紙おおむむつつのの給給付付            〔実  績〕          （延べ人数） 

65歳以上の区内在住で現に失禁状態に

ある方で要介護２～５、又は病院に入院中

の方に支給する。ただし、介護保険施設入所

者、老人福祉施設入所者、生活保護法の規定により、紙おむつ代、貸おむつ代又は洗濯代が支給

される方は受けられない。自己負担あり（1割程度）。※おむつの形態やサイズ、尿取パットなど

カタログの中から6,600円以内で選択したものを支給する。 

イイ  おおむむつつ代代のの支支給給              〔実  績〕        （延べ人数）  

紙おむつの給付対象者で、入院中におむつを

使用している方に月額6,000円を限度に支給す

る。 

  

  

  

年 度 相談件数 チーム訪問件数 診断件数 

33  3 2 2 

44  9 5 5 

55  3 3 3 

年 度 
実施件数 
（新規） 

相談件数 
(延べ人数) 

チーム員訪問件数
（延べ人数） 

33  11 338 68 

44  8 321 78 

55  11 186 38 

年 度 33  44  55  

紙おむつの給付 22,390 22,195 21,496 

年 度 33  44  55  

おむつ代の支給 598 589 574 



− 114 − - 114 - 

ウウ  理理美美容容ササーービビスス  

理美容師の出張サービスが受けられる理美容

券を、年間４枚を限度として支給する。介護保険

で要支援・要介護の認定を受けた方で、ねたき

り、座位が保てない、重度の認知症などのため、外出が困難な在宅の65歳以上の方が対象。１

回の利用につき自己負担2,000円あり。 

エエ  寝寝具具乾乾燥燥消消毒毒ササーービビスス           〔実  績〕        （延べ人数）  

65歳以上の要介護4・5の在宅の方又は「ひ

とりぐらし等高齢者登録」をしている75歳以上

の人のうち日中独居以外の方が、常時使用して

いる寝具（掛布団、敷布団及び毛布等）の乾燥

消毒を原則として２か月に１回行い、水洗い乾燥消毒を年1回行う。 

オオ  認認知知症症ははいいかかいい高高齢齢者者等等位位置置情情報報確確認認ササーービビスス  

40歳以上の認知症による徘徊のある方が

GPS小型専用端末を所持し、徘徊した場合、介

護者がパソコンやスマートフォン等で位置情報

を確認できる。確認後、保護に行ける方が対象

となる。加入料、利用料の1割の自己負担あり。 

  自己負担金   加入料  770円 

利用料 月242円 

カカ  高高齢齢者者見見守守りり・・安安心心スステテッッカカーーのの配配布布（（平平成成３３００年年６６月月配配布布開開始始））  

おおむね６５歳以上の方に高齢者見守り・安

心ステッカー（靴用ステッカー・衣服用アイロ

ンステッカー）を配布する。 

 

 

 

キキ  高高齢齢者者補補聴聴器器購購入入費費助助成成事事業業（（令令和和５５年年１１１１月月開開始始））  

65歳以上の住民税非課税の方で、加齢による

聴力低下があり、耳鼻咽喉科専門医から中等度

難聴もしくは補聴器装用の必要性を認められた

方に、補聴器購入費用の一部（上限５万円）を助成する。補聴器購入前の手続きが必要。 

 

（（９９））短短期期入入院院病病床床確確保保事事業業（（病病院院シショョーートトスステテイイ））  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者支支援援係係＞＞  

〔対 象 者〕 区内に住所を有する介護保険の要支援・要介護認定を受けた方（認定申請中及び

申請予定者を含む）で、医学的な管理が必要なため、短期入所生活介護の利用が困難な在宅

療養者 

〔事業内容〕 医学的管理が必要なため、短期入所生活介護の利用が困難な在宅療養高齢者に対

して、年間を通して利用可能なベッドを確保する。 

〔利用場所〕 区内４病院各１床 

 

年 度 33  44  55  

理美容サービス 1,026 1,127 1,181 

年 度 33  44  55  

乾 燥 消 毒 309 328 329 

水洗い（丸洗い）消毒  64 56 64 

〔実  績〕  

年 度 33  44  55  

延べ利用者数  35 32 30 

年度末利用者  24 24 21 

検索回数     6,902 4,305 1,440 

年 度 33  44  55  

靴用ステッカー 
配布枚数 

396 258 286 

衣服用ステッカー
配布枚数 

226 240 220 

総配布枚数 622 498 506 

年 度 55  

助成確定者  72 

〔実  績〕      （延べ利用枚数） 
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ウウ  理理美美容容ササーービビスス  

理美容師の出張サービスが受けられる理美容

券を、年間４枚を限度として支給する。介護保険

で要支援・要介護の認定を受けた方で、ねたき

り、座位が保てない、重度の認知症などのため、外出が困難な在宅の65歳以上の方が対象。１

回の利用につき自己負担2,000円あり。 

エエ  寝寝具具乾乾燥燥消消毒毒ササーービビスス           〔実  績〕        （延べ人数）  

65歳以上の要介護4・5の在宅の方又は「ひ

とりぐらし等高齢者登録」をしている75歳以上

の人のうち日中独居以外の方が、常時使用して

いる寝具（掛布団、敷布団及び毛布等）の乾燥

消毒を原則として２か月に１回行い、水洗い乾燥消毒を年1回行う。 

オオ  認認知知症症ははいいかかいい高高齢齢者者等等位位置置情情報報確確認認ササーービビスス  

40歳以上の認知症による徘徊のある方が

GPS小型専用端末を所持し、徘徊した場合、介

護者がパソコンやスマートフォン等で位置情報

を確認できる。確認後、保護に行ける方が対象

となる。加入料、利用料の1割の自己負担あり。 

  自己負担金   加入料  770円 

利用料 月242円 

カカ  高高齢齢者者見見守守りり・・安安心心スステテッッカカーーのの配配布布（（平平成成３３００年年６６月月配配布布開開始始））  

おおむね６５歳以上の方に高齢者見守り・安

心ステッカー（靴用ステッカー・衣服用アイロ

ンステッカー）を配布する。 

 

 

 

キキ  高高齢齢者者補補聴聴器器購購入入費費助助成成事事業業（（令令和和５５年年１１１１月月開開始始））  

65歳以上の住民税非課税の方で、加齢による

聴力低下があり、耳鼻咽喉科専門医から中等度

難聴もしくは補聴器装用の必要性を認められた

方に、補聴器購入費用の一部（上限５万円）を助成する。補聴器購入前の手続きが必要。 

 

（（９９））短短期期入入院院病病床床確確保保事事業業（（病病院院シショョーートトスステテイイ））  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者支支援援係係＞＞  

〔対 象 者〕 区内に住所を有する介護保険の要支援・要介護認定を受けた方（認定申請中及び

申請予定者を含む）で、医学的な管理が必要なため、短期入所生活介護の利用が困難な在宅

療養者 

〔事業内容〕 医学的管理が必要なため、短期入所生活介護の利用が困難な在宅療養高齢者に対

して、年間を通して利用可能なベッドを確保する。 

〔利用場所〕 区内４病院各１床 

 

年 度 33  44  55  

理美容サービス 1,026 1,127 1,181 

年 度 33  44  55  

乾 燥 消 毒 309 328 329 

水洗い（丸洗い）消毒  64 56 64 

〔実  績〕  

年 度 33  44  55  

延べ利用者数  35 32 30 

年度末利用者  24 24 21 

検索回数     6,902 4,305 1,440 

年 度 33  44  55  

靴用ステッカー 
配布枚数 

396 258 286 

衣服用ステッカー
配布枚数 

226 240 220 

総配布枚数 622 498 506 

年 度 55  

助成確定者  72 

〔実  績〕      （延べ利用枚数） 
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〔利用方法〕 利用予定日の1か月前の応当日以降、ケアマネジャー（ケアマネジャーにケアプラ

ンを依頼していない場合は、本人又は介護者）を通して利用希望病院に申し込む。 

〔利用料金〕◆医療保険による自己負担額 

◆差額ベッド代等保険外諸費用 

〔提出書類〕 申込時に利用申込書を施設に提出。 

  

（（1100））緊緊急急シショョーートトスステテイイ  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者福福祉祉住住宅宅・・施施設設係係＞＞  

〔対 象 者〕 区内に住所を有する介護保険の要支援・要介護認定を受けた方で、介護者が疾病、

冠婚葬祭等により一時的に介護が困難になった場合で、一般のショートステイが取れていな

い方。 

〔事業内容〕 突発的な事情のために介護が受けられない在宅高齢者に対して、区立の特別養護

老人ホーム（東が丘・東山）のベッドを年間を通して確保する。 

〔利用場所〕 区内２施設 各１床 

〔利用方法〕 利用予定日の２週間前以降、ケアマネ   

ジャーを通して施設に申し込む 

〔利用料金〕 介護サービス費用の利用者負担額 

（別途、食費・居住費・日用品等の実費） 

〔提出書類〕 申込時に利用申込書を施設に提出 

※有料老人ホーム利用の事業は令和5年3月末で終了。 

令和５年４月から新たに特別養護老人ホーム東が丘で

１床を確保し、特別養護老人ホーム東山と合わせて２床で事業を実施。 

66  ひひととりりぐぐららしし等等高高齢齢者者対対策策  

令和6年1月1日現在の65歳以上高齢者の人口は55,231人であり、目黒区の総人口のおよそ

19.8％を占める。そのうち、高齢者のみで構成される世帯数は30,288世帯であり、その世帯向け

のサービスとして次の事業を実施している。 

（（１１））ひひととりりぐぐららしし等等高高齢齢者者登登録録  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

親族が近くにいない等で、ひとりで生活している方等に登録していただき、安否確認や緊急時

に対応する。 

〔対  象〕 65歳以上のひとりぐらし又は高

齢者のみの世帯の方、義務教育終了以前

の方や常時介護が必要な方とのみ暮ら

している方、及び家族が就労等により日

中等一定の時間帯に高齢者のみになる方 

  

  

  

  

年 度 33  44  55  

延利用日数(日) 1,002 586 367 

延利用人数(人) 100 55 40 

年 度 33  44  55  

延利用日数(日) 0 17 517 

延利用人数(人) 0 3 92 

※令和4年度までは有料老人ホーム利用実績（新型コ

ロナウイルス感染症の影響による利用者減）、 

令和5年度は特別養護老人ホーム利用実績。 

〔実  績〕  

年  度 33  44  55  

年度末登録者数 6,812 6,734 6,714 

〔実  績〕 

〔実  績〕 
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（（２２））高高齢齢者者在在宅宅支支援援ヘヘルルパパーー派派遣遣事事業業  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

在宅のひとりぐらし高齢者等を対象とした介護保険外のヘルパー派遣事業として、高齢者在宅

支援ヘルパー派遣事業を実施している。 

〔対  象〕 ひとりぐらし等高齢者登録をしていて、区が各サービスを必要と認めた方 

〔援助内容〕           〔実  績〕  

① 銭湯介助サービス        

 要介護・要支援の認定を受け

ている方の銭湯への送迎及び銭

湯内での着替え等介助サービス 

② 理美容室介助サービス 

要介護・要支援の認定を受け

ている方の理美容室への送迎及

び理美容室内での移動介助サー

ビス 

③ 緊急対応 

 身体上の急変のため、緊急か

つ一時的な介護が必要な方への

サービス（原則1週間以内） 

④ 生活管理指導 

 生活環境が劣悪であったり、対人関係に支障をきたしている方に対する日常生活、家事、

対人関係の構築のための支援・指導、関係機関等との連絡調整等（原則3か月以内） 

〔派遣時間〕 上記①   １回２時間以内（週に２回まで） 

       上記②   １回２時間以内（月に１回目まで）   

上記③・④ １回３時間以内（週に２回まで）         

〔利用料金〕 下記料金だが、非課税世帯は半額、生活保護受給世帯は無料 

 上記①・② １時間単価400円 上記③・④ 費用負担無 

⑤ 病院内介助助成 

  病院内で介助が必要な、要支援・要介護状態にあるひとりぐらし等の高齢者に対し、介護

保険制度では対象とならない医療機関での待ち時間におけるヘルパー利用費用の一部を助成 

〔助成金〕 助成額 30分1,000円まで、かつ月4,000円まで 

      ※介護保険の給付対象となる部分は除く 

（（３３））非非常常通通報報シシスステテムム  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

自宅で心臓発作等の病気などで急を要するときに、ボタンを押して警備会社に通報することに

より、必要に応じて救急車を呼ぶなどの救助活動を行う。 

〔対  象〕 

ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方。また、ひとりぐらし等高齢者登録

をしている方の内、単身で近隣に親族

が居住していない方で、常時寝たきり

でない方は生活リズムセンサーをあわ

せて利用することが可能。 

〔利用料金〕  

月額286円。センサーをあわせて利用する方は491円。低所得の方には軽減措置がある。 

年 度 33  44  55  

銭湯介助 
サービス 

利用者人数 0 0 0 

延派遣時間数 0 0 0 

理美容室 
介助サービス 

利用者人数 0 2 1 

延派遣時間数 0 2.5 1.0 

緊急対応 
利用者人数 0 0 0 

延派遣時間数 0 0 0 

生活管理指導 
利用者人数 3 1 0 

延派遣時間数 78.0 13.0 0 

病院内介助 
助成 

延支給人数 325 324 371 

支給金額 865,452 909,377 1,011,492 

〔実  績〕  

年  度 33  44  55  

固定回線用 
新規設置台数 

98(34） 90(35） 85(23） 

モバイル型 
新規設置台数 

- 52 43 

年度末台数 589(167) 626(174) 644(157) 

※（ ）内は生活リズムセンサー設置台数。 

令和４年度からモバイル型を導入 
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（（２２））高高齢齢者者在在宅宅支支援援ヘヘルルパパーー派派遣遣事事業業  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

在宅のひとりぐらし高齢者等を対象とした介護保険外のヘルパー派遣事業として、高齢者在宅

支援ヘルパー派遣事業を実施している。 

〔対  象〕 ひとりぐらし等高齢者登録をしていて、区が各サービスを必要と認めた方 

〔援助内容〕           〔実  績〕  

① 銭湯介助サービス        

 要介護・要支援の認定を受け

ている方の銭湯への送迎及び銭

湯内での着替え等介助サービス 

② 理美容室介助サービス 

要介護・要支援の認定を受け

ている方の理美容室への送迎及

び理美容室内での移動介助サー

ビス 

③ 緊急対応 

 身体上の急変のため、緊急か

つ一時的な介護が必要な方への

サービス（原則1週間以内） 

④ 生活管理指導 

 生活環境が劣悪であったり、対人関係に支障をきたしている方に対する日常生活、家事、

対人関係の構築のための支援・指導、関係機関等との連絡調整等（原則3か月以内） 

〔派遣時間〕 上記①   １回２時間以内（週に２回まで） 

       上記②   １回２時間以内（月に１回目まで）   

上記③・④ １回３時間以内（週に２回まで）         

〔利用料金〕 下記料金だが、非課税世帯は半額、生活保護受給世帯は無料 

 上記①・② １時間単価400円 上記③・④ 費用負担無 

⑤ 病院内介助助成 

  病院内で介助が必要な、要支援・要介護状態にあるひとりぐらし等の高齢者に対し、介護

保険制度では対象とならない医療機関での待ち時間におけるヘルパー利用費用の一部を助成 

〔助成金〕 助成額 30分1,000円まで、かつ月4,000円まで 

      ※介護保険の給付対象となる部分は除く 

（（３３））非非常常通通報報シシスステテムム  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

自宅で心臓発作等の病気などで急を要するときに、ボタンを押して警備会社に通報することに

より、必要に応じて救急車を呼ぶなどの救助活動を行う。 

〔対  象〕 

ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方。また、ひとりぐらし等高齢者登録

をしている方の内、単身で近隣に親族

が居住していない方で、常時寝たきり

でない方は生活リズムセンサーをあわ

せて利用することが可能。 

〔利用料金〕  

月額286円。センサーをあわせて利用する方は491円。低所得の方には軽減措置がある。 

年 度 33  44  55  

銭湯介助 
サービス 

利用者人数 0 0 0 

延派遣時間数 0 0 0 

理美容室 
介助サービス 

利用者人数 0 2 1 

延派遣時間数 0 2.5 1.0 

緊急対応 
利用者人数 0 0 0 

延派遣時間数 0 0 0 

生活管理指導 
利用者人数 3 1 0 

延派遣時間数 78.0 13.0 0 

病院内介助 
助成 

延支給人数 325 324 371 

支給金額 865,452 909,377 1,011,492 

〔実  績〕  

年  度 33  44  55  

固定回線用 
新規設置台数 

98(34） 90(35） 85(23） 

モバイル型 
新規設置台数 

- 52 43 

年度末台数 589(167) 626(174) 644(157) 

※（ ）内は生活リズムセンサー設置台数。 

令和４年度からモバイル型を導入 
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（（４４））火火災災安安全全機機器器設設置置  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

65歳以上で、防火等の配慮が必要なひとりぐらし等高

齢者登録をしている方に、日常生活において火災を防ぐた

めの自動通報装置等を給付する。なお、ガス安全システム

は令和元年度で終了した。 

〔利用料金〕 

 自己負担１割。低所得の方には軽減措置がある。 

 

  

（（５５））高高齢齢者者福福祉祉住住宅宅のの提提供供  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者福福祉祉住住宅宅・・施施設設係係＞＞  

立ち退き等で住宅に困窮されている高齢者の方に住宅を提供している。 

〔対  象〕 

次の要件のすべてに該当する方。 

ア 区内に１年以上住民票があり、民間賃貸住

宅にお住まいで、65歳以上のひとり暮らし

又は三親等以内の65歳以上の高齢者のみの

世帯の方 

イ 住宅の取り壊し等で2年以内の立退き要求を受けているか、住環境が悪い方 

ウ 公営住宅法上の所得が単身256万８千円以下、世帯294万８千円以下の方 

※自立した日常生活を基本とした住宅であり、介護施設等とは異なる。 

〔使 用 料〕 所得や住宅により使用料の負担額が異なる。別途、共益費負担がある。 

（（６６））高高齢齢者者自自立立支支援援住住宅宅改改修修給給付付  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

事業の名称及び事業内容 対  象  者 

1 

 

 

住宅改修予防給付 

限度額 200,000円 

手すりの取り付けや段差の解消 

1 

 

 

65歳以上で介護保険で非該当と判定され

た虚弱な方。（介護保険で要支援、要介護

と判定された方は、介護保険の住宅改修給

付が適用される。） 

2 

 

 

 

 

 

住宅設備改修給付 

浴槽、流し台、洗面台、便器（和式→洋式）

の取り替え 

2 

 

 

 

 

 

65歳以上で介護保険で要介護、要支援と判

定された方、既に介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者となっている方、又は虚弱

な方。 

 

 

 

 便器洋式化改修 

 低浴槽化改修 

 流し・洗面台改修 

（162,000円） 

（379,000円） 

（156,000円） 

※１割自己負担金がある。低所得の方には軽減措置がある。 

                                  （単位：件） 

年  度  33  44  55  

住宅改修予防給付 1 2 2 

住宅設備 
改修給付 

便器洋式化改修 4 1 0 

低浴槽化改修 35 29 20 

流し・洗面台改修 2 1 3 

  

〔実  績〕  

年  度 33  44  55  

火災安全システム 1 0 1 

自動消火装置 10 3 7 

火災警報器 11 6 16 

ガス安全システム    

電磁調理器 26 13 11 

※自動消火装置、火災警報器、ガス安全システムにつ

いては、機器の耐用年数が経過した事による交換

の台数を含む。 

〔実  績〕  

年  度 33  44  55  

住宅戸数 (戸) 223 225 232 

単 身 用 (戸) 202 202 208 

世 帯 用 (戸) 21 23 24 

限
度
額 
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（（７７））食食事事ササーービビスス  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

アア  配配食食ササーービビスス（（旧旧：：配配食食代代金金補補助助事事業業））（（月月曜曜～～日日曜曜日日のの昼昼食食又又はは夕夕食食をを配配達達））  

〔対 象 者〕 

 ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方のうち、次の①②のいずれかに該

当する方 

① 介護保険の要介護１～５又は要
支援１・２の方で、買物や炊事が困難な方。（1日1食、週7回まで） 

② 75歳以上の単身世帯で、近隣に親族がいない方。（1日1食、週2回まで） 

〔利用料金〕１食あたり244円～599円 

イイ  週週一一食食事事ササーービビスス（（毎毎週週日日曜曜日日ののみみ、、昼昼食食をを配配達達））  

〔対 象 者〕 ひとりぐらし等高齢者登録        

をしている方で配食を希望

する方。           

〔利用料金〕１食あたり244円～541円  

  

（（８８））高高齢齢者者福福祉祉電電話話のの設設置置  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

 ひとりぐらし等高齢者に対して、安否の確認、緊急時の対応に利用するために、電話を貸与す

る。 

〔対  象〕 ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方で、生計中心者の住民税が非課税

の世帯又は生活保護受給世帯の方。 

 

  

（（９９））電電話話訪訪問問（（ささわわややかかココーールル））  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

 ひとりぐらし等高齢者に対して、定期的に安否を確認し、高齢者の孤独感を緩和するとともに、

必要に応じて緊急連絡先及び関係機関等に連絡・通報を行う。 

年  度 33  44  55  

年度末利用者数（人） 56 61 72 

延べ電話訪問件数（件）  4,343  4,905  5,228 

（（11００））高高齢齢者者見見守守りり訪訪問問事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

地域のボランティアが、見守りを希望するひとりぐらし等高齢者を２週間に１回以上、訪問に

よる声がけや、家の外から洗濯物、雨戸、郵便受けなどの状況を見るさりげない見守りを行い、安

否を確認する。 

    年  度   33    44    55  

見守られている高齢者（人）※マッチング中 38 30 28 

見守り活動中のボランティア（人） 30 23 21 

活動中ボランティアを含むボランティア登録数（人） 112 102 105 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

受給者数 (人) 577 567 600 

延べ配食数 (食) 123,063 116,714 126,525 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

年度末受給者数 (人) 37 34 31 

延べ配食数 (食) 901 938 796 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

設置台数 (台) 47 52 53 

※設置台数は年度末現在稼働台数 
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（（７７））食食事事ササーービビスス  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

アア  配配食食ササーービビスス（（旧旧：：配配食食代代金金補補助助事事業業））（（月月曜曜～～日日曜曜日日のの昼昼食食又又はは夕夕食食をを配配達達））  

〔対 象 者〕 

 ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方のうち、次の①②のいずれかに該

当する方 

① 介護保険の要介護１～５又は要
支援１・２の方で、買物や炊事が困難な方。（1日1食、週7回まで） 

② 75歳以上の単身世帯で、近隣に親族がいない方。（1日1食、週2回まで） 

〔利用料金〕１食あたり244円～599円 

イイ  週週一一食食事事ササーービビスス（（毎毎週週日日曜曜日日ののみみ、、昼昼食食をを配配達達））  

〔対 象 者〕 ひとりぐらし等高齢者登録        

をしている方で配食を希望

する方。           

〔利用料金〕１食あたり244円～541円  

  

（（８８））高高齢齢者者福福祉祉電電話話のの設設置置  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

 ひとりぐらし等高齢者に対して、安否の確認、緊急時の対応に利用するために、電話を貸与す

る。 

〔対  象〕 ひとりぐらし等高齢者登録をしてい

る方で、生計中心者の住民税が非課税

の世帯又は生活保護受給世帯の方。 

 

  

（（９９））電電話話訪訪問問（（ささわわややかかココーールル））  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

 ひとりぐらし等高齢者に対して、定期的に安否を確認し、高齢者の孤独感を緩和するとともに、

必要に応じて緊急連絡先及び関係機関等に連絡・通報を行う。 

年  度 33  44  55  

年度末利用者数（人） 56 61 72 

延べ電話訪問件数（件）  4,343  4,905  5,228 

（（11００））高高齢齢者者見見守守りり訪訪問問事事業業  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

地域のボランティアが、見守りを希望するひとりぐらし等高齢者を２週間に１回以上、訪問に

よる声がけや、家の外から洗濯物、雨戸、郵便受けなどの状況を見るさりげない見守りを行い、安

否を確認する。 

    年  度   33    44    55  

見守られている高齢者（人）※マッチング中 38 30 28 

見守り活動中のボランティア（人） 30 23 21 

活動中ボランティアを含むボランティア登録数（人） 112 102 105 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

受給者数 (人) 577 567 600 

延べ配食数 (食) 123,063 116,714 126,525 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

年度末受給者数 (人) 37 34 31 

延べ配食数 (食) 901 938 796 

〔実  績〕 

年  度 33  44  55  

設置台数 (台) 47 52 53 

※設置台数は年度末現在稼働台数 
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（（11１１））見見守守りりネネッットトワワーークク（（見見守守りりめめぐぐねねっっとと））  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

見守る人・見守られる人を特定しないで、区民や事業者が日常の生活や事業活動の中で高齢者

を緩やかに見守り、異変があった時に地域包括支援センターへ連絡する仕組み。平成28年1月か

らは、対象を高齢者のみならず、子どもや障害者に拡大し、協力団体や協力事業者の拡大を行っ

た。 

  

  

  

（（11２２））見見守守りりササポポーータターー  ＜＜福福祉祉総総合合課課地地域域ケケアア推推進進係係＞＞  

地域でゆるやかな見守りを行うことで、高齢者等の異変に

早期に気づき、地域包括支援センターにつなぐ役割を担う

「見守りサポーター」を育成するため、地域住民を対象に養

成講座を行った。 

   

（（1133））家家具具転転倒倒防防止止器器具具のの取取付付けけ  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

地震発生時における安全性を高めるため、家具転倒防止器

具の取付けに要する費用を20,000円を限度とし区が負担

する（器具の購入費を含む）。              

〔対  象〕 要介護４・５又はひとりぐらし等高齢者登    

録者 

77  そそのの他他のの事事業業  

（（１１））特特別別記記念念品品料料  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

  区内に在住する100歳以上の高齢者に対し、特別記念品料を贈呈する。 

区  分 
33  44  55  

金額 人数 金額 人数 金額 人数 

新たに100歳になられた方及び最高齢者 10,000 74 10,000 70 10,000 92 

（（２２））敬敬老老記記念念品品料料    ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

区内に在住する高齢者に対し、年齢の節目に敬老記念品料5,000円を贈呈する。 

区  分 33  44  55  

傘寿（80歳） (人) 2,102 2,057 2,198 

卒寿（90歳） (人) 973 1,040 977 

（（３３））敬敬老老ののつつどどいい  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

 敬老の日に、対象年齢の方を招待して、敬老のつどいを開催し、長寿と健康を祝っている。 

  

  

  

  

  

  年  度 33  44  55  

協力団体 25 25 25 

協力機関 4 4 4 

協力事業者（登録事業者） 417 444 442  

年 度 33  44  55  

開催回数 2 2 2 

参加者数 69 48 78 

年 度 33  44  55  

件 数 7  5  2  

※令和3年度までは10,000円が限度 

（器具購入費は自己負担） 
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（（４４））東東京京都都シシルルババーーパパススのの交交付付  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

高齢者の社会参加を進めるため、70歳以上の方に都内のバス（民営・都営）、都営地下鉄、都電

等の乗車証を申込みにより発行する（有効期間は1年）。 

 〔本人負担額〕  

    ① 住民税が非課税の方、または合計所得金額が135万円以下の方 1,000円 

② ①以外の方 20,510円（4月～9月に購入の場合は、10,255円） 

（（５５））特特別別永永住住者者等等福福祉祉給給付付金金  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

国民年金制度上老齢基礎年金等を受けることができない特別永住者及び特別永住者から帰化し

た方で一定の要件の方に給付金を月15,000円支給する。 

年  度 33  44  55  

特別永住者等福祉給付金受給者(人) 2 2 0 

（（６６））竹竹のの子子ククララブブのの組組織織化化とと活活動動のの支支援援  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

竹の子クラブは、区内の各老人いこいの家を活動の拠点とし、生きがいと健康づくり、会員相

互の友愛活動、地域の社会奉仕活動に努めるなど、地域の福祉向上に積極的に貢献している。 

 区内では昭和32年に誕生し、昭和38年の老人福祉法施行後に増加して、令和６年４月１日現

在は40クラブ、3,466人の方が竹の子クラブに加入している。 

  このような竹の子クラブの組織化と活動の支援を図るために、区では助成を行っている。令和

5年度は、各クラブの運営に対して、運営経費、研修旅行経費、広報啓発費、施設借上げ経費とし

て、総額15,729,317円の助成を行っている。さらに、竹の子クラブ連合会の活動に対して、指

導者育成事業費、啓発事業費、事業助成費、健康づくり事業費として、総額2,931,700円の助成

を行っている。また、運営についての支援を行うため、竹の子クラブ支援員を配置している。 

目黒区竹の子クラブ名簿                       （令和6年4月1日現在） 

竹の子クラブ名 活動場所 会員数（人） 

駒 場 寿 会 駒場老人いこいの家 118 

青 寿 会 

菅刈老人いこいの家（菅刈住区センター内） 

38 

桜 寿 会 36 

小 鳩 会 39 

貝 塚 会 
東山老人いこいの家（東山住区センター内） 

81 

東 山 会 11 

宿 山 亀 寿 会 
烏森老人いこいの家（烏森住区センター内） 

105 

か ら す も り 泉 会 90 

目 黒 長 寿 会 
上二老人いこいの家 

63 

目 黒 福 寿 会 82 

楽 朗 会 田道老人いこいの家 75 

大 鳥 会 下目黒老人いこいの家（下目黒住区センター内） 109 

明 楽 会 不動老人いこいの家（不動住区センター内） 77 

和 楽 会 
上目黒老人いこいの家 

136 

き ら く 会 95 

油 面 と き わ 会 中町老人いこいの家 114 

常 楽 会 五本木老人いこいの家 58 
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（（４４））東東京京都都シシルルババーーパパススのの交交付付  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

高齢者の社会参加を進めるため、70歳以上の方に都内のバス（民営・都営）、都営地下鉄、都電

等の乗車証を申込みにより発行する（有効期間は1年）。 

 〔本人負担額〕  

    ① 住民税が非課税の方、または合計所得金額が135万円以下の方 1,000円 

② ①以外の方 20,510円（4月～9月に購入の場合は、10,255円） 

（（５５））特特別別永永住住者者等等福福祉祉給給付付金金  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課在在宅宅事事業業係係＞＞  

国民年金制度上老齢基礎年金等を受けることができない特別永住者及び特別永住者から帰化し

た方で一定の要件の方に給付金を月15,000円支給する。 

年  度 33  44  55  

特別永住者等福祉給付金受給者(人) 2 2 0 

（（６６））竹竹のの子子ククララブブのの組組織織化化とと活活動動のの支支援援  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

竹の子クラブは、区内の各老人いこいの家を活動の拠点とし、生きがいと健康づくり、会員相

互の友愛活動、地域の社会奉仕活動に努めるなど、地域の福祉向上に積極的に貢献している。 

 区内では昭和32年に誕生し、昭和38年の老人福祉法施行後に増加して、令和６年４月１日現

在は40クラブ、3,466人の方が竹の子クラブに加入している。 

  このような竹の子クラブの組織化と活動の支援を図るために、区では助成を行っている。令和

5年度は、各クラブの運営に対して、運営経費、研修旅行経費、広報啓発費、施設借上げ経費とし

て、総額15,729,317円の助成を行っている。さらに、竹の子クラブ連合会の活動に対して、指

導者育成事業費、啓発事業費、事業助成費、健康づくり事業費として、総額2,931,700円の助成

を行っている。また、運営についての支援を行うため、竹の子クラブ支援員を配置している。 

目黒区竹の子クラブ名簿                       （令和6年4月1日現在） 

竹の子クラブ名 活動場所 会員数（人） 

駒 場 寿 会 駒場老人いこいの家 118 

青 寿 会 

菅刈老人いこいの家（菅刈住区センター内） 

38 

桜 寿 会 36 

小 鳩 会 39 

貝 塚 会 
東山老人いこいの家（東山住区センター内） 

81 

東 山 会 11 

宿 山 亀 寿 会 
烏森老人いこいの家（烏森住区センター内） 

105 

か ら す も り 泉 会 90 

目 黒 長 寿 会 
上二老人いこいの家 

63 

目 黒 福 寿 会 82 

楽 朗 会 田道老人いこいの家 75 

大 鳥 会 下目黒老人いこいの家（下目黒住区センター内） 109 

明 楽 会 不動老人いこいの家（不動住区センター内） 77 

和 楽 会 
上目黒老人いこいの家 

136 

き ら く 会 95 

油 面 と き わ 会 中町老人いこいの家 114 

常 楽 会 五本木老人いこいの家 58 
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竹の子クラブ名 活動場所 会員数（人） 

東 三 宝 会 
鷹番老人いこいの家（鷹番住区センター内） 

87 

鷹 番 西 三 宝 会 157 

月 光 長 寿 会 

月光原老人いこいの家（月光原住区センター内） 

46 

清 水 不 老 会 53 

向 原 喜 楽 会 92 

長 生 会 

向原老人いこいの家（向原住区センター内） 

93 

ば ら の 会 102 

原 町 さ く ら 会 92 

碑 一 福 寿 会 
碑老人いこいの家（碑住区センター内） 

102 

碑 幸 寿 会 30 

洗 足 高 砂 会 

原町老人いこいの家 

64 

美 原 会 63 

南 鈴 広 会 76 

雀 の 宮 会 
大岡山東老人いこいの家（大岡山東住区センター内） 

65 

南 む つ み 会 60 

長 寿 会 
平町老人いこいの家 

101 

美 波 会 129 

み ど り 会 中根老人いこいの家（中根住区センター内） 136 

友 楽 会 自由が丘老人いこいの家 175 

宮 前 会 
自由が丘住区宮前分室老人いこいの家 

（自由が丘住区センター宮前分室内） 
95 

中 根 会 
八雲老人いこいの家（八雲住区センター内） 

63 

八 雲 会 52 

東 根 会 東根老人いこいの家（東根住区センター内） 206 

目黒区竹の子クラブ連合会の会員数の移り変わり  

年 度 44  55  66  

 クラブ数 40 40 40 

 会員数 (人) 3,640 3,486 3,466 

（（７７））老老人人いいここいいのの家家講講習習会会  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

老人いこいの家では、初めての方にも分かりやすい、趣味・教養、健康増進のための講習会を行

っている。 

〔令和5年度講習種目〕 

 歌をうたおう・ポップスコーラス・デッサンの基本・たのしい生花・手品・折紙・絵手紙・ク

ラフトバンド手芸等・チェアヨガ・気功・太極拳・リラックス体操・楽しいストレッチ・骨盤

体操等 

年度 講習種目数 開催回数 延べ参加者数 

33  50 263 1,424 

44  50 579 5,219 

55  50 623 5,729 
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（（８８））高高齢齢者者セセンンタターー講講習習会会・・各各種種行行事事  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

 区内在住の60歳以上の方を対象に、生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりを目的として、

教養・趣味の講習会、体操教室等を行っている。また、講演会や文化祭などの各種行事を開催して

いる。 

 この事業は、平成21年度から高齢者センターの指定管理者である社会福祉法人奉優会が実施し

ている。 

アア  講講習習会会  

〔令和５年度講習種目〕 

① 健康づくり・フレイル予防事業…トリム体操、リフレッシュヨガ等 

② 趣味・教養事業…ＰＣ教室、エンディングノート等 

③ オンライン事業…トリム体操、脳活等 

④ 交流事業…納涼祭、田道小学校との交流等 

 

年度 講習種目数 開催回数 延べ参加者数 

33  45 520 7,800 

44  58 895 15,329 

55  52 730 11,898 

イイ  各各種種行行事事  

種  目 延べ回数等 延べ参加者数 

ふれあい館祭り 1 350 

納涼祭 1 300 

合  計 2 650 

※自由参加のため上記「延べ参加者数」は概算 

ウウ  相相談談事事業業                          

60歳以上の区民を対象に、高齢者の健康や生活に関する相談を保健師等が受けている。 

（単位：件）  

年度 健康相談 生活相談 計 

33  991 498 1,489 

44  3,377 500 3,877 

55  3,321 624 3,945 
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（（８８））高高齢齢者者セセンンタターー講講習習会会・・各各種種行行事事  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

 区内在住の60歳以上の方を対象に、生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりを目的として、

教養・趣味の講習会、体操教室等を行っている。また、講演会や文化祭などの各種行事を開催して

いる。 

 この事業は、平成21年度から高齢者センターの指定管理者である社会福祉法人奉優会が実施し

ている。 

アア  講講習習会会  

〔令和５年度講習種目〕 

① 健康づくり・フレイル予防事業…トリム体操、リフレッシュヨガ等 

② 趣味・教養事業…ＰＣ教室、エンディングノート等 

③ オンライン事業…トリム体操、脳活等 

④ 交流事業…納涼祭、田道小学校との交流等 

 

年度 講習種目数 開催回数 延べ参加者数 

33  45 520 7,800 

44  58 895 15,329 

55  52 730 11,898 

イイ  各各種種行行事事  

種  目 延べ回数等 延べ参加者数 

ふれあい館祭り 1 350 

納涼祭 1 300 

合  計 2 650 

※自由参加のため上記「延べ参加者数」は概算 

ウウ  相相談談事事業業                          

60歳以上の区民を対象に、高齢者の健康や生活に関する相談を保健師等が受けている。 

（単位：件）  

年度 健康相談 生活相談 計 

33  991 498 1,489 

44  3,377 500 3,877 

55  3,321 624 3,945 
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88    施施    設設  

（（１１））老老人人いいここいいのの家家  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課いいききががいい支支援援係係＞＞  

老人いこいの家は、高齢者相互の親睦交流を図ることを目的とした施設である。竹の子クラブの

主な活動場所であるとともに、地域の高齢者が趣味・教養、健康増進のための講習会に参加する場

所となっている。 

老人いこいの家利用延べ人数 

年   度 33  44  55  

駒 場 1,621 2,931 2,667 

大 橋    

菅 刈 847 2,105 1,825 

東 山 1,014 2,337 2,890 

上 二 1,151 2,167 3,143 

烏 森 2,676 3,832 4,064 

上 目 黒 2,346 3,424 4,061 

田 道 1,038 2,901 3,076 

田 道 住 区 三 田 分 室 140 1,025 1,166 

下 目 黒 1,978 3,842 4,529 

不 動 1,135 1,747 2,119 

中 町 3,031 5,069 5,314 

五 本 木 1,047 1,906 2,687 

月 光 原 1,425 2,990 3,136 

向 原 2,199 4,327 4,908 

原 町 2,392 5,001 5,856 

碑 2,310 3,225 4,351 

大 岡 山 東 2,697 5,794 5,641 

鷹 番 4,061 7,240 8,043 

平 町 4,407 6,595 7,585 

中 根 2,090 4,177 4,774 

自 由 が 丘 2,751 6,164 6,374 

自由が丘住区宮前分室 959 2,067 2,795 

八 雲 2,152 4,655 5,356 

東 根 2,329 3,359 6,439 

計 47,796 88,880 102,799 

    ※大橋老人いこいの家は、平成25年１月に閉館 
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（（２２））老老人人福福祉祉施施設設  ＜＜高高齢齢福福祉祉課課高高齢齢者者福福祉祉住住宅宅・・施施設設係係  いいききががいい支支援援係係＞＞  

 




